
令和６年度土地開発公社事業実績調査結果概要について 

 

伊籐久雄（ＮＰＯ法人まちぽっとスタッフ） 

 

 令和６年度土地開発公社事業実績調査結果が取りまとめられ、２月 27日公表された。

本稿では、調査結果の概要を紹介した上で、特に都内の市区町村の現状をみておきたいと

思う。 

土地開発公社はかつて長期保有土地が「塩漬け」と批判され、総務省では平成 12 年度

（2000 年度）以降、土地開発公社の保有土地の縮減等を通じた土地開発公社経営健全化の

ための対策を講じてきた（第一次～第三次健全化対策）。  

 近年でも解散に踏み切るところがある一方、6年度の事業実績調査結果概要にみられる

世に、まだ多くの土地開発公社が残されている。 

 

１．令和６年度土地開発公社事業実績調査結果から 

 

（１）土地開発公社数の推移 

 

 令和７年４月１日現在の土地開発公社数は５４０であり、前年度（令和６年４月１ 

日現在）から１３の減となった。ピークは平成 11年（1999 年）である。市町村の公社数

はそれ以降激減している（市町村合併もあったが）。 

 

 

（２）長期保有土地の総額及び面積 

 

 令和６年度末時点で土地開発公社が５年以上保有している土地、１０年以上保有して 

いる土地は、それぞれ以下のとおりとなっている。 

 



 

 

２，都内市区町村の状況 

 

 都内市区町村の状況は表（次ページ）のとおりである（なお、東京都はもともとと土地

開発公社を持っていなかった）。 

 特区区は 18区、多寡地区では 23市、2町が所有している。台東区、目黒区、東大和

市、東久留米市、多摩市、日の出町は近年の土地保有実績はないが、台東区は「近年事業

実績は少ないが、用地取得の際には、一般会計を利用しての取得方法と比較し、効率的で

妥当な方法を選択する必要がある。そのため、本事業は必要である（平成２８年度事務事

業評価シート）という理由で存続している。他の市区とも同じ理由で存続していると思わ

れる。 

 課題はやはり土地の長期保有である（公有地先行取得事業で取得した土地が多いと思わ

れる）。現在はゼロ金利政策によって低金利で負担も大きなものではなかったかも知れな

いが、ゼロ金利政策の転換で金利も上昇しつつある。10 年以上保有土地のある市区も多

い。近い将来売却の見込みがない土地を保有していたとしたら、「塩漬け」の重みに苦し

むことになるかも知れない（個々の事情が分からないので断定的なことは言えないが）。 

 千代田区、中央区、港区、文京区、江戸川区、八王子市、青梅市、あきる野市は土地開

発公社がない。それらの市区はあらかじめ年度内に買収する予定の土地があれば当初予算

や補正予算で対応したり、特別会計やまちづくり公社などで対応したりしていると思われ

る。 

 私（伊藤）は、長期保有土地は出来るだけ早期に処分（売却）し、土地開発公社も解散

した方がよいと考える。滋賀県土地開発公社は令和 7年 3月に解散したが、「公共用地の

先行取得の必要性が低下したこと」を、解散理由として上げている。横浜市土地開発公 



社も、平成 25年度に解散したが「財政健全化の一環として、将来の財政負担を軽減する

こと」が理由であった。都内の土地開発公社もその存在理由を今一度問い直すべきであ

る。 

 

 東京都市区町村 土地開発公社 令和６年度末現在      （単位：百万円） 
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